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日オーストラリア経済連携協定日オーストラリア経済連携協定日オーストラリア経済連携協定日オーストラリア経済連携協定    

第三章第三章第三章第三章    原産地規則原産地規則原産地規則原産地規則    

（抜粋） 

 

第第第第３３３３・・・・２２２２条条条条    原産品原産品原産品原産品    

この協定の適用上、次のいずれかの産品であって、この章に規定す

る他の全ての関連する要件を満たすものは、締約国の原産品とする。 

(a)当該締約国において完全に得られる産品であって、次条に定めるも

の 

(b)当該締約国の原産材料のみから当該締約国において完全に生産

される産品 

(c)一又は二以上の生産者によって一方又は双方の締約国において

完全に各工程が行われた結果として第三・四条の要件を満たす産

品であって、当該産品の生産の最終工程(第三・七条に規定する作

業を除く。)が輸出締約国において行われたもの 

(d)この章の規定に基づいて原産品とされるその他の産品 

 

第第第第３３３３・・・・４４４４条条条条    非原産材料を使用して生産される産品非原産材料を使用して生産される産品非原産材料を使用して生産される産品非原産材料を使用して生産される産品    

１ 第三・二条(c)の規定の適用上、産品は、附属書二(品目別規則)に

定める適用可能な品目別規則に合致する場合には、締約国の原産

品とする。 

２ １の規定の適用上、使用された材料について関税分類の変更又は

特定の製造若しくは加工の作業が行われていることを求める規則は、

非原産材料についてのみ適用する。 

３ 必要な関税分類の変更又は特定の製造若しくは加工の作業が行

われない産品については、次のいずれかの場合には、締約国の原

産品とみなす。ただし、当該産品が原産品とされるためのこの章に

定める他の全ての関連する基準を満たすことを条件とする。 

(a) (b)に規定する産品以外の産品については、当該産品の生産に

おいて使用された非原産材料(必要な関税分類の変更又は特定

の製造若しくは加工の作業が行われていないものに限る。)の総額

が、当該産品の本船渡しの価額の十パーセント以下である場合 

(b)統一システムの第五〇類から第六三類までの各類に分類される

産品については、当該産品の生産に使用された非原産材料(必要

な関税分類の変更が行われていないものに限る。)の総重量が当

該産品の総重量の十パーセント以下の場合 

４ ３の規定は、統一システムの第一類から第二四類までの各類に掲げ

る産品については、適用しない。ただし、当該産品の生産に使用す

る非原産材料が、この条の規定に従って原産品とされる産品と異な

る号に掲げられる場合を除く。 

５ もっとも、産品の生産に使用された非原産材料の価額を算定するに

当たっては、３に規定する非原産材料の価額を含める。 

 

第第第第３３３３・・・・６６６６条条条条    累積累積累積累積    

産品が一方の締約国の原産品であるか否かを決定するに当たり、

当該一方の締約国において当該産品を生産するための材料として使

用される他方の締約国の原産品は、当該一方の締約国の原産材料と

みなすことができる。 

 

第第第第３３３３・・・・14141414 条条条条    原産地に関する証拠書類原産地に関する証拠書類原産地に関する証拠書類原産地に関する証拠書類    

この章の規定の適用上、次のいずれかの文書を原産地に関する証

拠書類とする。 

(a)次条に規定する原産地証明書 

(b)第三・十六条に規定する原産地証明文書 

    

第第第第３３３３・・・・16161616 条条条条    原産地証明文書原産地証明文書原産地証明文書原産地証明文書    

１ 第三・十四条(b)に規定する原産地証明文書は、産品の輸入者、輸

出者又は生産者が、この条の規定に従い、次のいずれかのものに

基づいて作成することができる。 

(a)当該産品が原産品であることを示す当該輸入者、輸出者又は生

産者が有する情報 

(b)原産地証明文書が輸入者によって作成される場合には、当該産

品が原産品である旨の輸出者又は生産者(輸出者が当該産品の

生産者でないとき。)の書面又は電子的手段による申告に対する

合理的な信頼 

(c)原産地証明文書が輸出者によって作成される場合において、当

該輸出者が当該産品の生産者でないときは、当該産品が原産品

である旨の生産者の書面又は電子的手段による申告に対する合

理的な信頼 

２ 原産地証明文書については、次のとおりとする。 

(a)原産地証明文書に記載される産品が原産品であることを明記す

る。 

(ｂ)一又は二以上の産品に関して作成するものとし、種々の産品を

含めることができる 

(c)印刷によるもの又は電子的な手段によるものとする。 

(d)附属書三(原産地に関する証拠書類の基本的な記載事項)に定

める基本的な記載事項を含める。 

(e)作成された日から一年間有効なものとする。 

(f)両締約国が別段の合意をする場合を除くほか、一回限りの輸入に

ついて適用されるものとする。 

３ 輸入締約国の税関当局は、原産地証明文書の有効期限の満了の

日の後に当該原産地証明文書が提出される場合において、提出の

ための期限を遵守することができなかったことが不可抗力その他の

輸出者、生産者又は輸入者にとってやむを得ない正当な原因によ

るものであるときは、当該輸入締約国の法令又は行政上の手続に従

って、当該原産地証明文書を受理することができる。 

４ 一方の締約国は、この協定の効力発生の日に、他方の締約国に対

し、原産地証明文書の様式の見本を提供する。当該様式のその後

の変更については、速やかに通報する。 

 

第第第第３３３３・・・・17171717 条条条条    関税上の特恵待遇の要求関税上の特恵待遇の要求関税上の特恵待遇の要求関税上の特恵待遇の要求    

１ 関税上の特恵待遇の要求は、原産地に関する証拠書類によって裏

付けられるものとする。 

２ この章に別段の定めがある場合を除くほか、輸入締約国は、輸出

締約国から輸入される産品について、次の全ての条件が満たされる

場合には、関税上の特恵待遇を与える。 

(a)輸入者が輸入の際に関税上の特恵待遇を要求すること。 

(b)当該産品が輸出締約国の原産品であること。 

(c)輸入者が、輸入締約国の税関当局の要請に基づき、原産地に関

する証拠書類及び適当な場合には当該産品が原産品であること

を示す他の証拠を当該輸入締約国の法令に従って提出すること。 

注釈１ 輸入者が原産地証明書の原本を保有していることを条件と

して、当該輸入者は、関税上の特恵待遇の要求に当たり、輸入締

約国の税関当局の要請に基づき、当該原産地証明書の写しを提

出することができる。ただし、当該輸入締約国の税関当局が当該

輸入者に対して当該原産地証明書の原本を提出させる権限を害

するものではない。 

注釈２ 輸入者は、関税上の特恵待遇の要求に当たり、輸入締約国

の税関当局の要請に基づき、原産地証明文書の写しを提出する

ことができる。ただし、当該輸入締約国の税関当局が当該輸入者

に対して当該原産地証明文書の原本を提出させる権限を害する

ものではない。 

３ 輸入者は、要求の基礎となる原産地に関する証拠書類が不正確な

情報を含むと信ずるに足りる理由がある場合には、速やかに、輸入



原産品申告書作成演習 資料３ 

 

2 

 

 

締約国の税関当局により求められる方法で輸入のための税関への

申告書を修正し、及び納付すべき関税を納付すべきである。 

４ 輸出締約国の原産品が一又は二以上の第三国を通過して輸入さ

れる場合には、輸入締約国は、自国の関係法令に従い、当該原産

品について関税上の特恵待遇を要求する輸入者に対して、当該原

産品が第三・八条に規定する原産品に関する要件を満たしているこ

とについての証拠の提出を要求することができる。 

５ 各締約国は、輸入者が輸入締約国の法令に従い次の事項につい

て申請することができることを定める。 

(a)オーストラリアについては、輸入者が産品の輸入の際に関税上の

特恵待遇を要求しない場合には、当該産品に関税上の特恵待遇

が与えられなかった結果として超過して徴収された関税の還付。

ただし、２(b)及び(c)に規定する要件が満たされていることを条件と

する。 

(b)日本国については、輸入者が原産品の輸入の際に原産地に関

する証拠書類を所持していない場合には、関税上の特恵待遇の

ための担保の支払による原産地に関する証拠書類の提出の一時

的猶予。当該担保は、輸入締約国の税関当局に原産地に関する

証拠書類を提出した際に解除される。 

 

 

附属書二（第三章（原産地規則）関係） 品目別規則 

 

第一編 一般的注釈（抜粋） 

 

１ この附属書の特定の類、項又は号の産品について適用する品目

別規則又は一連の品目別規則は、次編の表の１欄に掲げる類、

項又は号に応じ、それぞれ同表の３欄又は４欄に定める規則と

する。 

 

２ 特定の類、項又は号の産品が原産地に関する二以上の品目別規

則の対象である場合において、当該産品が当該二以上の品目別

規則のいずれかに合致するときは、当該産品が品目別規則に合

致するものとみなす。 

 

３ 原産地に関する特定の品目別規則が関税分類の変更（以下この

附属書において「ＣＴＣ」という。）に係る基準を用いて定めら

れている場合には、当該品目別規則の対象である産品の生産に

使用される各非原産材料については、適用されるＣＴＣが行わ

れることが要求される。ＣＴＣの要件は、非原産材料について

のみ適用する。 

 

４ この附属書の規定の適用上、 

(a)「類」とは、統一システムの関税分類番号の最初の二桁を

いう。 

(b)「項」とは、統一システムの関税分類番号の最初の四桁を

いう。 

(c)「部」とは、統一システムの部をいう。 

(d)「号」とは、統一システムの関税分類番号の最初の六桁を

いう。 

 

５ この附属書に定める品目別規則３欄の規定の適用上、 

(a) 「ＣＣ」とは、特定の類、項又は号の産品への他の類の材

料からの変更を示す。このことは、産品の生産に使用された全

ての非原産材料について、統一システムの二桁番号の水準にお

けるＣＴＣ（すなわち、類の変更）が行われたことをいう。 

(b) 「ＣＴＨ」とは、特定の類、項又は号の産品への他の項の

材料からの変更を示す。このことは、産品の生産に使用された

全ての非原産材料について、統一システムの四桁番号の水準に

おけるＣＴＣ（すなわち、項の変更）が行われたことをいう。 

(c) 「ＣＴＳＨ」とは、特定の類、項又は号の産品への他の号

の材料からの変更を示す。このことは、産品の生産に使用され

た全ての非原産材料について、統一システムの六桁番号の水準

におけるＣＴＣ（すなわち、号の変更）が行われたことをいう。 

(d)「ＱＶＣ四〇」とは、第三・五条（原産地規則－原産資格割

合の算定）に定める計算式を用いて算定する原産資格割合が四

十パーセント以上の産品であって、当該産品の生産の最終工程

が輸出締約国において行われたものであることをいう。 

注釈 この附属書の規定の適用上、第三・五条（原産地規則－原

産資格割合の算定）２の規定を適用する。 

 

 

 

 

 

第二編 品目別規則 （抜粋） 

 

関税率表番号関税率表番号関税率表番号関税率表番号    

（（（（2012HS2012HS2012HS2012HS）））） 

品名品名品名品名 品目別規則品目別規則品目別規則品目別規則 

注釈注釈注釈注釈    ３欄又は４欄に規定する関連する規則を満たす産品は、締約国の原産品とする。３欄又は４欄に規定する関連する規則を満たす産品は、締約国の原産品とする。３欄又は４欄に規定する関連する規則を満たす産品は、締約国の原産品とする。３欄又は４欄に規定する関連する規則を満たす産品は、締約国の原産品とする。 

1 2 3 4 

20.04 

調製し又は保存に適する処理を調製し又は保存に適する処理を調製し又は保存に適する処理を調製し又は保存に適する処理を

したその他の野菜（冷凍したもしたその他の野菜（冷凍したもしたその他の野菜（冷凍したもしたその他の野菜（冷凍したも

のに限るものとし、食酢又は酢のに限るものとし、食酢又は酢のに限るものとし、食酢又は酢のに限るものとし、食酢又は酢

酸により調製し又は保存に適す酸により調製し又は保存に適す酸により調製し又は保存に適す酸により調製し又は保存に適す

る処理をしたもの及び第る処理をしたもの及び第る処理をしたもの及び第る処理をしたもの及び第 20.0620.0620.0620.06

項の物品を除く。）項の物品を除く。）項の物品を除く。）項の物品を除く。）    

ＣＣ（第ＣＣ（第ＣＣ（第ＣＣ（第 7777 類類類類の材料の材料の材料の材料からのからのからのからの

変更を除く。）変更を除く。）変更を除く。）変更を除く。）    

    

 

 


